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鳥インフルエンザについて

常任理事 三 戸 和 昭

山口県で鶏が大量死し、高病原性鳥インフルエ
ンザ（H５N１）の発生が確認され、３４，６００羽の
鶏を殺処分した。本邦では、１９２５年の千葉県にお
ける鳥インフルエンザウイルス（H７N７）の流
行以来の発生である。国外でも、韓国、ベトナ
ム、タイ、台湾、インドネシア、カンボジア、パ
キスタン、ラオスと中国などアジア各国で鳥イン
フルエンザの流行を認めている（図）。このよう
に複数の国で大規模流行が同時発生することは歴
史上前例がない。農水省は本邦での鳥インフルエ
ンザの流行拡大を抑制するため、タイと中国産鶏
肉の輸入を停止した。本邦の鶏肉輸入量の５８％が
２国産で占められる。牛海綿状脳症（BSE）問題
でアメリカ産牛肉の輸入停止も重なり、外食産業
は原材料の調達先の確保など対応を必要としてい
る。
世界保健機関（WHO）ベトナム事務所は２月

１日、ベトナムで１月２３日に死亡した姉妹２人が
高病原性鳥インフルエンザウイルス（H５N１）
に感染していたことを確認するとともに、ヒトか
らヒトへの感染だった可能性があると発表した。
ベトナムでの鳥インフルエンザの死者はこれまで
１５人※）となる。タイでもトリからヒトへの鳥イン
フルエンザの感染により７人※）死亡している。こ
れからも死亡者数は増加すると思われる。
インフルエンザウイルスは直径１万分の１ミリ

（１００nm）の大きさのRNAウイルスである。イン
フルエンザウイルスの表面はH蛋白（赤血球凝集
素）とN蛋白（ノイラミニダーゼ）がウニのトゲ
のように突き出ている。A型インフルエンザで
は、H蛋白には１５の亜型が、N蛋白には９の亜型
があり、組み合わせると１３５種類の可能性があ
る。トリもA型インフルエンザウイルスの感染を

受けるが、トリのウイルスはヒトがかかるインフ
ルエンザウイルスとは異なったウイルスである。
トリのインフルエンザは「鳥インフルエンザ」

と呼ばれ、このうちウイルスの感染により、強い
病原性を示すものを「高病原性鳥インフルエン
ザ」と呼ぶ。鶏やアヒル等が感染すると、首曲が
り等の神経症状、呼吸器症状や下痢等の消化器症
状等が現れ、死亡することもまれではない。鳥イ
ンフルエンザは感染した鶏の血液、臓器等や排泄
物に接触して感染する。食品として鶏肉や鶏卵を
食べることによってヒトが感染をすることはな
い。これまで鳥インフルエンザは香港で１９９７年と
２００３年にH５N１型、米国で１９７７年と２００３年にH
５N２型、オランダとドイツで２００３年にH７N７
型、韓国で２００３年にベトナムで２００４年にH５N１
型が発生している。本来、鳥インフルエンザはヒ
トには感染しないとされていたが、１９９７年香港に
おいて鳥インフルエンザ（H５N１）の発生時に

鳥インフルエンザの流行地域

北 海 道 医 報（２） 平成１６年３月１日 第１０２６号
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◇情報広報部◇

お知らせ

１８人のヒトに感染し、６人が死亡した事実を初め
て確認した。インフルエンザウイルスの抗原性は
小規模に変化する「抗原連続変異」が知られてい
る。WHOは最近のアウトブレイクで採取したト
リおよびヒトの鳥インフルエンザウイルス（H５
N１）は、近年過去にアジアで分離されたその他
のウイルス（H５N１）株とは有意に異なると報
告している。鳥インフルエンザウイルス（H５N
１）がヒトに感染することにより、ヒトとウイル
スが遺伝子を交換する機会を増加させる。これは
ヒトがヒトおよび鳥インフルエンザウイルスに同
時に感染する場合に発生する可能性が高い。この
ような感染を繰り返すことにより、ヒトからヒト
へ感染する遺伝子をもった鳥インフルエンザ（H
５N１）となり、より伝染力が強く、より強毒性
の新型インフルエンザウイルス亜型の出現が心配
される。鳥インフルエンザウイルス（H５N１）
に感染したヒトの症状は３９度以上の発熱、頭痛、
関節痛と筋肉痛等で、多臓器不全、急性呼吸促迫
症候群や肺炎等の合併症で死亡する。診断はA型
インフルエンザ迅速診断キットの陽性でA型イン

フルエンザウイルス感染を確認できるが、H５N
１亜型の診断はモノクロナール抗体の迅速診断キ
ットがないため、ウイルス分離または血清抗体価
の測定が必要である。治療はザナビルやリン酸オ
セルタミビルのノイラミニダーゼ阻害薬が有効で
ある。
２０世紀にヒトに対する３回の新型インフルエン
ザウイルスの爆発的な流行を確認している。最初
は１９１８年に始まったスペイン型（H１N１）、１９５７
年からのアジア型（H２N２）、１９６８年からの香港
型（H３N２）の３型である。１９７７年からのソ連
型（H１N１）はスペイン型の再来と考えられて
いる。現在、世界で流行しているインフルエンザ
ウイルスは香港型とソ連型である。鳥インフルエ
ンザウイルス（H５N１）に感染した鶏を処分す
る等の対策を各地域で確実に行うことと、厳重な
監視体制をとることにより、新型インフルエンザ
ウイルスの出現を抑制することが可能になると思
われる。
※）２月１８日現在の死亡者数（WHO報告数）

電子メールを利用している
会員への情報提供について

－メールアドレスの登録－

本会では、インターネットを利用し、電子メ
ールにより緊急性の高い情報を、会員の皆様に
送信提供しております。対象は当会のダイアル
アップ接続登録者（hokkaido.med.or.jp）全員
と他プロバイダの電子メールアドレスをお持ち
になっていて、本会にアドレスを登録している
会員です。
他プロバイダの電子メールアドレスの登録に

つきましては、随時受け付けておりますので、
是非ご登録いただきたくご案内いたします。
なお、今回、他プロバイダの電子メールアド

レスをご登録になられる会員には、もし、でき

れば本会のメールアドレス（hokkaido.med.or.
jp）を取得（無料・ダイアルアップ接続申込
み）されるようお願い申し上げます。

●電子メールアドレスの登録方法

電子メールまたはFAXで、ご氏名、登録メー
ルアドレスを明記のうえ、下記宛お送りくださ
い。

・申込先メールアドレス：
add@office.hokkaido.med.or.jp

・申込先FAX番号：（０１１）２５２―３２３３

北 海 道 医 報第１０２６号 平成１６年３月１日 （３）
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◇情報広報部◇

インターネット設備変更とサポートセンター開設のお知らせ
北海道医師会情報ネットワークシステム

インターネット設備の変更について

インターネット設備増強の一環として、平成
１６年３月末にこれまでのネットワーク機器を一
新し、接続サービスについては、当会の上位プ
ロバイダであるIIJ（�インターネットイニシ
アティブ）の設備を直接利用できるようにいた
します。主な変更点は次のとおりです。
①フレッツ系サービス接続時の速度制限がなく
なります。

②モバイル接続が便利になります。
③札幌アクセスポイントの他に、全国共通アク
セスポイントを準備中です。

④全国にあるIIJのダイアルアップアクセスポ
イントもご利用いただけます。

⑤接続時に割り当てられるIPアドレスがグロー
バルアドレスに変わります

※プライベートアドレスでは利用いただけなか
った各種サービスが利用可能になります。た
だし、直接外の世界と通信できますので、セ
キュリティには一層の注意をお願いします。

◯設備変更後に利用可能な接続サービス

・ダイアルアップ（アナログ回線、ISDN回
線、PHS、携帯電話）接続

・AirH”
・＠Freed
・フレッツISDN
・フレッツADSL（すべてのADSLサービス・
タイプに対応）

・Bフレッツ（ニューファミリー／マンション
／ベーシックの各タイプに対応）

・海外ローミング（有料：ご利用は事前にサポ
ートセンターまでご相談ください）

・IP電話（有料：IIJとの契約が別途必要）

◯接続ユーザID／パスワードの変更について

接続時に使用するユーザID／パスワード等
は新規に発行となります。２００４年３月末で、現
行のユーザID／パスワードはご利用いただけ
なくなりますので、ご注意ください。なお、メ
ールについては、現在ご使用のアドレス・アカ
ウントに変更はありませんので、引き続きご利
用いただけます。
接続ユーザID／パスワードの変更方法・変

更日程等の詳細については、準備が整い次第、
別途ホームページや書面でお知らせします。
また、インターネット接続サービス利用会員

専用のサポートセンターも新たに開設し、万全
のサポート態勢で設備変更を行う予定です。

サポートセンターの開設について

平成１６年２月２日より、本会のインターネッ
ト接続サービスを利用している会員、あるいは
新たにサービスを利用したいという会員のため
に、専用のサポートセンターを開設します。
これまで、事業第二課で受けていたインター

ネットに関する様々なお問合せはサポートセン
ターにて承ります。インターネット設備変更に関して
ご質問があれば気軽にお問合せください。
例えば：
・設備変更に不安がある。
・Bフレッツに切り替えたい。
・設定業者を紹介してほしい。
・突然メールが受信できなくなった。
・突然ホームページが見えなくなった。

インターネット利用会員専用サポートセンター

開 設 日 平成１６年２月２日

営業時間 平日 ９：００～１７：００

電話番号 ０１１―７３８―３４０１

お知らせ

北 海 道 医 報（４） 平成１６年３月１日 第１０２６号
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お知らせ

消費税法の一部が改正され、平成１６年４月１日から適用されることになっております。
今回の改正では、事業者免税点制度の適用上限の引き下げ、簡易課税制度の適用上限の

引き下げ、総額表示の義務付けなど多くの事業者に関係する改正が行われております。
－医業経営・福利厚生部－

消費税法の改正について

【事業者免税点の引き下げ】

納税義務が免除される基準期間（注１を参
照）における課税売上高の上限が１，０００万円
（現行３，０００万円）に引き下げられます。
（注１）基準期間とは、個人事業者については
その年の前々年をいい、事業年度が１年である
法人についてはその事業年度の前々事業年度を
いいます。したがって、個人事業者の平成１７年
分の基準期間は平成１５年分、事業年度が１年で
ある法人の平成１７年３月末決算分の基準期間は
平成１５年３月末決算分となります。
１ 適用関係

この改正は、平成１６年４月１日以後開始
する課税期間から適用されます。したがっ
て、個人事業者は平成１７年分から、事業年度
が１年である法人については平成１７年３月末
決算分から適用されます。

２ ポイント
� 基準期間における課税売上高が１，０００万
円を超えることとなった場合には、「消費税課
税事業者届出書」を速やかに納税地の所轄税
務署長に提出する必要があります。
� 平成１６年４月１日以後最初に開始する課
税期間が課税事業者となる場合で、直前の課
税期間において納税義務が免除されていた事
業者が、平成１６年４月１日以後最初に開始す
る課税期間から簡易課税制度（注２を参照）
の適用を受けようとする場合には、その課税
期間中に「消費税簡易課税制度選択届出書」
を提出すれば、簡易課税制度の適用を受ける
ことができます。

（注２）簡易課税制度とは、その課税期間にお
ける課税標準額に対する消費税額を基にして、
仕入控除税額を計算する制度であり、具体的に

は、その課税期間における課税標準額に対する
消費税額に、みなし仕入率（第五種事業（サー
ビス業等）５０％）を掛けて計算した金額が仕入
控除税額とみなされます。

【簡易課税制度の適用上限の引き下げ】

簡易課税制度を適用することができる基準期
間における課税売上高の上限が５，０００万円（現
行２億円）に引き下げられます。
１ 適用関係

この改正は、平成１６年４月１日以後開始す
る課税期間から適用されます。したがって、
個人事業者は平成１７年分から、事業年度が１
年である法人については平成１７年３月末決算
分から適用されます。

２ ポイント
� その課税期間の基準期間における課税売
上高が５，０００万円以下の事業者が、簡易課税
制度の適用を受けようとする場合には、その
課税期間の開始の日の前日までに所轄税務署
長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提
出する必要があります。

【総額表示の義務付け】

１ 適用関係
この改正は、平成１６年４月１日から適用さ

れます。
２ ポイント
� 総額表示とは、消費税額を含む支払総額
の表示を言い、「消費税額」や「税抜価格」をカ
ッコで表示しても差し支えありません。

※くわしくは、貴院の関与税理士にご相談下さ

い。

お知らせ

北 海 道 医 報第１０２６号 平成１６年３月１日 （５）


